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地域公共交通とは？
　地域公共交通とは、「市民の日常生活や社会生活における移動、また
は観光客などの来訪者の移動のための交通手段として利用される公共
交通機関」です。
　市では、鉄道や路線バス、タクシーなどによる陸上交通、各島しょ部地
域を連絡するフェリーや旅客船による海上交通によって公共交通網が
構成されています。

地域の移動手段である地域公共交通を守るために、私たちができることは何？
　交通事業者だけでなく、地域住民、行政が連携・協働し、適切な役割分担と各自の積極的・主体的な取り組みに
よって、「持続可能なまちづくりを支え、将来にわたって親しまれる地域公共交通」の実現が求められます。
　地域に必要な地域公共交通を将来にわたり守っていくためには、地域公共交通に対する正しい認識のもと、その
地域に必要な移動手段について皆さんによる主体的な話し合いと、その積極的な利用が必要です。

　市民の皆さんが、地域公共交通を積極的に利用いただけるよ
う、市内を運行する路線バス、航路、タクシーなどの経路をまと
めた「尾道公共交通マップ」を作成しました。
　路線バスやフェリーなどの乗り方、路線バスの行先表示の見
方なども掲載しています。
　ぜひ、地域公共交通を利用したお出かけにご利用ください。

問政策企画課（☎0848-38-9316）

人口減少や少子高齢化が進展していくことで、私たちが普段
利用している路線バスやフェリーなどはどう変わっていくの？
　全国的な人口減少・少子高齢化の進展による運転手、船員の高齢化や
人材不足によって、地域公共交通サービスの低下が心配されています。
　一方で、高齢化の進展により高齢者を中心に、地域公共交通の必要性
は、これまで以上に高まっていくことが予想されます。

高齢者を中心とした地域公共交通サービスの需要に対して、
どのような対策が必要なの？
　効率的で便利な地域公共交通への改善により利用者の増加を促し、地
域公共交通の維持継続につなげる対策が必要です。
　そのため、市では将来にわたって持続可能で、利用しやすい地域公共交
通の実現に向け、「尾道市地域公共交通網形成計画」を策定し、地域公共
交通に対する意識啓発による利用喚起や利便性向上の取り組みなどを進
めています。
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みんなで乗ろう、みんなで守ろう地域公共交通！！

【配置場所】市役所、主要交通機関など


